
１ 

 

EP関連資料 

本質的に生物学的なプロセスを用いて得られる植物や動物に係る発明主題の保護に関する

EPO技術審判部の審決、及び、その後の拡大審判部への付託事項 
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１．はじめに 
 

本質的に生物学的プロセスから得られる植物と動物が、特許の保護対象となるか否かに関

し、EPO の技術審判部／拡大審判部による最近の審決が、絶え間なく変化しています。この

ような状況下で、2018年 12 月 5日、EPO技術審判部は、審決（T1063/18）を下しました。

これは、当該技術分野において、非常に興味深く意味深い審決であると言えます。 

 

Rule 27 EPC（"Patentable biotechnological inventions"）及び Rule 28 EPC（"Exceptions 

to patentability"）は、Art. 53(b) EPC の解釈に関連しており、EP特許法下の「特許性の除

外」について規定しています。より具体的には、Rule 27 EPC及び Rule 28 EPCには、植物、

動物、及び、本質的に生物学的なプロセスを用いて得られる生産物の保護に係る事項が規定さ

れています。 

 

2018年 12 月 5日、植物または動物に関し特許を認めないという上記の実施規則が、EPC

の条項に抵触している旨、EPO 技術審判部は認定しました。この技術審判部による審決（T 

1063/18）に関し、本質的に生物学的なプロセスを用いて得られる生産物が、特許の保護対

象となるのか否か、及び、本審決に鑑み検討／留意すべき事項について、以下に、説明しま

す。また、2019/4/4に、上記審決 T1063/18が拡大審判部に付託されました（G3/19)ので、

拡大審判部に付託された質問事項についても、併せて、説明します。 
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